
令和６年度　児童手当制度改正フローチャート

≪E≫へ

ここからスタート ↑いいえ

令和６年７月１日現在、白岡市
こども保育課から児童手当（特
例給付）を受けていますか。
※公務員は職場へご確認くださ
い。

はい
→

令和６年７月１日現
在、２２歳年度末ま
での子を３人以上
養育していますか。

はい
→

養育している２２歳年度末までの子のう
ち、１８歳年度末以上の子（平成１４年４
月２日から平成１８年４月１日までに生
まれた子）はいますか。

はい
→

その子への経済的
負担（学費や生活
費等）はあります

か。

はい
→

《A》【申請が必要な場合があります】
養育の状況により、手当額が増額する場合があり
ます。増額改定には白岡市こども保育課に令和６
年１０月１８日までに「監護相当・生計費の負担に
ついての確認書」の提出が必要です。

↓いいえ いいえ ↓いいえ

高校生年代の児童を養育して
いますか。

はい
→

≪C≫へ
養育している児童のうち、高校生年代
の子はいますか。

はい
→

その子は、以前白
岡市から児童手当
を受給していたこ
とはありますか。

いいえ
→

《B》【申請が必要です】
増額改定には白岡市こども保育課に令和６年１０
月１８日までに「児童手当額改定認定請求書」の
提出が必要です。

↓いいえ ↓いいえ 　はい

所得上限限度額超過で児童手
当（特例給付）の支給対象外に
なっていますか。

はい
→

≪C≫へ
はい
→

≪D≫へ

《C》【申請が必要です】
児童手当を受けるためには、白岡市こども保育課
に令和６年１０月１８日までに「児童手当　認定請
求書」の提出が必要です。

　　　いいえ 　　いいえ

≪E≫へ ≪E≫へ

《D》【申請不要です】
自動更新を行いますので申請不要です。手当の
額に変更がありますので、令和６年１２月に通知を
お送りします。

《E》【申請不要です】
本改正に伴う手当額に変更ありません。

令和６年７月１日現在、特例給付（児童
一人当たり５，０００円）を受けています
か。

児童手当（児童一人当たり１０，０００円
または１５，０００円）を受けている方は
「いいえ」を選択

◎用語の説明
・児童・・・・０歳から１８歳までの児童（平成１８年４月２日以降に生まれた児童）
・高校生年代・・・・１５歳から１８歳までの児童（平成１８年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた児童）、高校に在学していない場合も含
む。
・２２歳年度末までの子・・・０歳から２２歳までの子（平成１４年４月２日以降に生まれた子）
※令和６年５月分（６月支給分）児童手当（特例給付）受給者のうち、令和６年度所得により令和６年６月分から同年９月分までの手当
　（１０月支給分）を受け取れない方においては、個別に児童手当資格消滅通知書と併せて勧奨通知を送付します。（９月中に送付予定）
※個別の事情がある方など、不明な点がありましたらこども保育課こども給付担当までお問い合わせください。

このフローチャートは参考例です。支給要件に該当するか否かは、請求書等を審査した上で決定します。


